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令和３年第８回大分市教育委員会会議録 

 

１ 日時     令和３年８月２４日（火) 午前１０時から午前１１時５５分まで 

２ 場所    大分市役所本庁舎８階 大会議室 

３ 出席者   教育長    佐藤 光好 

        一番委員   岡野 涼子 

        二番委員   廣津留 すみれ 

        三番委員   古城 一 

        四番委員   上杉 美穂子 

        五番委員   古城 和敬  

        ＊二番委員は、インターネットを利用した方法による出席 

４ 出席事務局職員 

教育部長        末松 広之 

教育部教育監      高橋 芳江 

教育部審議監兼文化財課長 

            坪根 伸也 

教育部次長       桑野 徹 

教育部次長兼教育総務課長 

高田 隆秀 

教育部次長兼社会教育課長     

村上 雄二 

        大分市美術館副館長兼美術振興課長 

長田 弘通 

        学校教育課長      野田 秀一 

学校施設課長      新納 健二 

体育保健課長      清水 篤  

人権・同和教育課長   高橋 秀徳 

大分市教育センター所長 佐藤 義仁 

教育総務課参事     梶取 隆之 

５ 書記 

教育総務課参事補  黒木 眞由美   教育総務課参事補 三嶋 みどり 

  教育総務課主査   園田 哲也 

６ 傍聴人   １名 

７ 議題 

 （１）議案 
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（教議第７０号）令和２年度決算について          

（教議第７１号）令和４年度大分市立幼稚園の廃園について 

（教議第７２号）大分市立幼稚園条例の一部改正について  

（教議第７３号）大分市情報学習センターの廃止について   

（教議第７４号）大分市情報学習センター条例の廃止について  

（教議第７５号）令和３年度教育に関する事務の管理及び執行の状況についての点 

検及び評価について 

（教報議第１２号）新型コロナウイルス感染症に係る大分市立小中学校等における 

今後の対応について 

（２）報告事項 

①大分市立中学校における制服の在り方について 

②大分市立小中学校の適正配置について  

③大在中学校区新設校の校名について       

④学校連絡システム整備事業について                

⑤大分市高崎山管理委員会中間報告書２０２１について        

⑥令和３年第２回市議会臨時会における一般議案について  

８ 会議の概要 

教育長 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

全委員 

ただいまより、令和３年第８回大分市教育委員会を開会いたしま

す。                   （午前１０時 開会） 

本日は、傍聴者の方がおられるようですが、遵守事項に従って、静

粛に傍聴いただきますようお願いいたします。 

本日は、廣津留委員がこの場に参集することができないため、大分

市教育委員会会議規則第２条の２第１項の規定により、インターネッ

トを利用した方法による会議の参加を認めています。 

会議に先立ち、本日の署名委員を三番委員、四番委員にお願いしま

す。 

それでは、ただいまより議案審議に入りますが、教議第７０号「令

和２年度決算について」から、教議第７４号「大分市情報学習センタ

ー条例の廃止について」につきましては、本委員会の意思形成過程の

段階にある案件であり、現時点で外部に公表しますと誤解を招く恐れ

があることから、審議を秘密会とすることを発議いたしますが、賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

（挙手） 
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教育長 

 

 

 

全委員 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

次長兼 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全委員賛成と認め、教議第７０号から教議第７４号までの議案審議

は、秘密会とします。 

なお、残りの議案審議及び報告ののち、秘密会の議案審議を行うこ

とといたしますが、よろしいでしょうか。 

（了承） 

なお、インターネットの利用による方法で会議に参加している廣津

留委員は、大分市教育委員会会議規則第２条の２第１項ただし書の規

定により、情報セキュリティ上の観点から、秘密会の審議の前に退室

をすることとなりますが、構成員の過半数が出席していることから、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定によ

り、会議の成立を宣告いたします。 

それでは、教議第７５号「令和３年度教育に関する事務の管理及び

執行の状況についての点検及び評価について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

それでは、教議第７５号「令和３年度教育に関する事務の管理及び

執行の状況についての点検及び評価について」ご説明申し上げます。 

６月定例の本委員会にて、今年度の点検・評価に係る取組の途中経

過についてご報告したところでございますが、本案は、報告書につき

まして、ご審議の上、ご決定をいただこうとするものでございます。 

この点検・評価の実施に当たりましては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとされており、別府大学短期大学部学

長の仲嶺 まり子先生、国立大学法人大分大学名誉教授の山崎 清男

先生、公立大学法人大分県立芸術文化短期大学教授の吉山 尚裕先生

の３名の学識経験者の方々に、各施策の取組状況について、ご意見を

いただきました。 

学識経験者からのご意見・ご質問を踏まえ、前回ご報告した報告書

から修正した箇所のうち、主なものについてご説明いたします。 

「令和２年度については、コロナ禍において、学校でどのような教

育活動が行われたのかを市民は知りたいのではないか」とのご意見を

踏まえ、特記事項として、「大分市立小中学校における新型コロナウ
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イルス感染症対策について」を記載いたしました。 

内容といたしましては、「基本的な感染症対策」、「臨時休業期間中

の在宅学習」、「授業時数の確保及び学校行事等の対応」、「スクールサ

ポートスタッフ等の活用」、「施設整備」、「新型コロナウイルス感染症

による偏見や差別への対応」、「教育相談支援体制」を記載しておりま

す。 

その他の修正といたしましては、語句の統一や抽象的な表現の具体

化等を行っております。 

点検・評価に対する学識経験者からの意見でございますが、仲嶺先

生からは、「コロナ禍でのＩＣＴ学習の準備等は時間を要したことが

窺え、教育の充実と働き方改革のバランスは難しい課題と考える。」、

「小学校国語の活用『文章を読み取り自分の考えを書く力』、小学校

理科の基礎『観察や実験などに関する基本的な技能』が全国平均に達

していない。これらは、社会生活で求められるコミュニケーション力

の素地となることから、学力向上に向けてのさらなる取組が望まれ

る。」、「大分市ではコロナ禍においてＩＣＴ活用の推進、体験的学習

やイベント開催に意欲的に取り組み成果を上げている。」等のご意見

をいただいております。 

山崎先生からは、「今日の学校教育において『不登校対策』は重要

な事項であるが、小中一貫教育の推進と同様、大分市の現状を踏まえ

た大分市独自の対策の進展・展開などが必要である」、「教員の資質・

能力の向上のために、さらなる効果的な教員研修を創造することが望

まれる。特に若年教員数の増加が指摘される今日、『不易と流行』を

踏まえた教員研修の創造は重要な課題である。」、「美術、文化財の保

護や保存・活用などは、一見『目立たない』地味な活動であると思わ

れるが、丁寧な活動・取組がみられる。」等のご意見をいただいてお

ります。 

吉山先生からは、「『食に関する指導』において、『栄養バランスに

ついて理解している児童生徒の割合』が２０２４年度の目標値をクリ

アした。この結果は、新型コロナ対策のために学校と保護者が児童生
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教育長 

委員 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

大分市教育センタ

ー所長 

 

徒の健康増進に取り組んだ成果といえよう。『教職員の資質向上』で

は、『Ｔ－ＬＡＢＯへの年間アクセス数』が５万件と、２０２４年度

の目標値２４，０００件を大きく上回った。これはオンデマンド型の

研修が充実し、教職員が積極的に活用したことを示している。」、「『大

分市美術展への出品点数』が６３１点で２０２４年度の目標値６００

点をクリアし、『大友氏館跡（庭園・交流館）への来場者数』が３

７，５７０人で目標値２４，０００人を大きく上回った。前者は、２

０１９年度の展覧会が中止となったことも一因だろうが、市民がコロ

ナ禍にあっても創作活動を継続し、作品発表に意欲的であったことを

示している。後者の結果は、関係者の努力はもちろんだが、コロナ禍

を契機に市民が郷土の歴史遺産に目を向けるようになった面もうかが

える。」等のご意見をいただいております。 

 以上、「学識経験者による意見」等を加えた報告書につきまして、

本委員会でご審議いただき、ご決定の上は、後日、市議会に提出する

とともに、市ホームページなどを通じ、市民に公表することといたし

ております。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

教員免許更新制のニュースがちょうど一昨日、昨日と出ており、廃

止等が検討されているということであります。やはり意見に書かれて

いるように制度の廃止に関係なく、大分市教育委員会が教員の資質能

力の向上のために更なる効果的な教員研修を創造することが必要だと

いうことを改めて思いました。 

関連してですが、教員研修を県とどのようにすり合わせをして、計

画しているのかといったところも必要かと思います。大分市の研修計

画の提案がどのようになっているかを知りたいと思っているところで

す。 

市の研修計画と県の研修計画につきましては、構成ができました

ら、それぞれ研修の冊子を互いに公表しながら、例えば、変更点等に

ついては協議をするなど、随時、それぞれの研修が高まるよう協議を
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教育長 

学校教育課長 

 

 

 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

行っているところでございます。 

計画の段階からすり合わせをしているということですか。 

それぞれの状況がありますが、例えば、大分市の研修におきまして

は、全ての研修で評価を教職員から取るようにしています。その評価

や要望等を参考にしながら、また、国の動向等を見ながら、研修の内

容を変えております。研修としましては、経験年数によって行うよう

な系統的な研修、その他専門的な研修等を組み合わせながら、研修の

充実に努めております。 

重なりがなく、系統的で、創造的な形で研修を進めていただきたい

と思います。 

次に、モデル校の好事例がありますが、こういったところは、市民

の方にもアピールすることが必要かと思っておりますので、全体像が

わかるような形でご提示をいただきたいと思います。 

また、大分市独自の取組をして欲しいといった指摘がありますが、

大分市の取組を学識経験者の先生方に説明しているのでしょうか。 

まず、好事例の還元について説明をしてください。 

働き方改革のモデル校につきましては、市教委が、毎年、小学校１

校と中学校１校をモデル校に指定しており、１２月中旬の２学期末校

長会において、それぞれの校長がそれまでの各学校の取組を１５分程

度発表し、還元をしているというところでございます。 

次に、大分市独自の取組についての説明という点について説明をし

てください。これは不登校対策と小中一貫教育の推進、二つ合わせて

のご意見だと思います。 

不登校の取組につきましては、これまでご説明させていただいてい

るように、昨年度から、中学校におきましては、スクールライフサポ

ーターという職員を常駐させて、子どもたちの支援、特に中学三年生

に対しては進路に向けた相談、そして保護者の方のいろいろな困りに

対する相談を受けているところでございます。こういったことを独自

の取組としてご説明をさせていただいております。 

小中一貫教育は、平成１９年度から賀来小中学校の開校に始まりま
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して、それから約１０年程度経っているところでございます。大きく

形としては、でき上がっているところがございますが、現在、中長期

的には、まず「目指す子ども像」をそれぞれの小学校、中学校が別々

に設定するのではなく、最終到達点を一体化しようと考えておりま

す。その他、例えば人権・同和教育、環境教育等ございますが、小学

校の教育課程と中学校の教育課程が連動するように、９年間が系統的

になるよう一つ一つ今見直しているところでございます。児童生徒の

交流、教職員間の連携・協働、家庭・地域との連携と合わせた５つの

視点に沿って進めているところが大きな特徴と考えており、ご説明を

させていただいているところでございます。 

 他にご質問はございませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第７５号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは、教報議第１２号「新型コロナウイルス感染症に係る大分

市立小中学校等における今後の対応について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

それでは、教報議第１２号「新型コロナウイルス感染症に係る大分

市立小中学校等における今後の対応について」ご説明申し上げます。 

本案は、新型コロナウイルス感染症の陽性者が本市において急増し

ている状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る大分市立小中

学校等の今後の対応につきまして、令和３年８月２５日から令和３年

８月２７日までの間を臨時休業とすることを決定いたしましたので、

ご報告し、ご承認をいただこうとするものでございます。 

なお、今後の対応等につきまして関連する内容について、併せてご

説明いたします。 

臨時休業を３日間行った後、翌週の８月３０日月曜日から９月３日

金曜日までの５日間を、学年別等による分散した登校を実施したいと
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大分市教育センタ

ー所長 

 

 

考えております。 

なお、基本的に、子どもたちは午前中４時間を学校で過ごしまし

て、給食を取った後に下校となります。しかしながら、これまでと同

様にこの分散登校期間中におきましても、基礎疾患等、医療的ケアを

必要とする児童生徒等は、欠席扱いはしないという取り扱いをさせて

いただこうと思っております。また、９月５日までの１２日間、部活

動を中止、また体育館等、学校施設の社会体育等への貸し出しを休止

にしたいと考えております。また、教育委員会関連ではございません

が、関連しまして、社会教育団体のスポーツ少年団等の活動も休止と

いうように連絡を受けているところでございます。このような内容に

つきまして、昨日午後、学校に通知をし、現在学校では、分散登校の

計画を立てているという状況でございます。 

合わせまして、修学旅行についてですが、これは昨日の決定ではご

ざいませんが、９月に実施を予定していました小学校５校につきまし

ては、延期を決定いたしました。今のところ、小中学校ともに、１０

月以降、県内１泊２日を予定しているところであります。 

また県内の情勢といたしましては、中津市、宇佐市も同様に８月２

５日の始業を予定しておりましたが、臨時休業を行い、９月１日から

となっております。九州内も熊本市が同様に分散登校を９月１日から

始めるといった報道が昨日出ているところでございます。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

第五波は今までのコロナと違うような状況で、大分市も蔓延してお

りまして、関係者の皆様、大変お疲れ様でございます。どこまでこれ

が続くかというところでありますが、タブレットを配布した中で、今

回の活用の状況を教えてください。 

タブレットの活用についてですが、分散登校の８月３０日と３１日

において、タブレット端末の家庭への持ち帰りを行いたいと考えてお

ります。対象は、５・６年生と中学校１・２・３年生で、９月１日か

ら各学校でのオンラインの学習も可能としており、朝の健康観察や課
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題の連絡等に活用してもらいたいと考えております。 

しっかり活用できるよう、よろしくお願いいたします。 

休業は致し方ないと思いますが、来週予定されている分散登校で、

給食後すぐに下校という、暑いであろう日中の登下校時の安全面につ

いてと、一斉下校のような形をとるのかということ、また、学年別の

登校ということで、親としては、兄弟がいれば、同じ日に登校しても

らいたいところがありますが、そういった細かいところは難しいかと

思っております。 

登下校の安全対策ですが、いつもとは違う時間帯の下校になろうか

と思いますので、日傘や扇風機、冷却の首に巻くものなど、ご家庭で

それぞれ用意できればいいのですが、そういったことが気になってお

ります。 

もう１点、欠席扱いにしないという出欠席の取り扱いですが、特に

診断などが下されていなくても、保護者の思いや子どもの不安により

行きたくない場合や、兄弟で登校するのが日課になっているご家庭で

あれば、今日お兄ちゃんが行かないのだったら僕も行かないとなった

場合、それを欠席ととらえるのか、そういったことを事前に知ってお

くと保護者にとっても安心材料になるという思いがあります。 

１点目の登下校時における子どもたちの交通安全の確保と健康面に

ついてですが、交通安全につきましては、こうした分散登校になりま

して、通常帰る時間帯ではないので、日頃の地域の状況と異なること

もあろうかと思います。学校もこうした状況に合わせて、関係職員が

校区の交差点等で安全指導をし、また、地域の方には、これまでもご

協力をいただいておりますが、時間をきちんとご連絡して、ご協力を

いただくことになろうかと思います。ご指摘をいただきましたので、

再度、学校には連絡したいと考えております。健康面につきまして

は、これまでも指導を重ねてきておりますので、併せて学校に連絡を

して参りたいと思います。 

２点目の学年別の分散登校についてですが、原則として、学年別と

しております。分散登校については、子どもたちの実態、地域の実情
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に合わせまして、学校が柔軟に運用できるようにいたしたいと思って

いるところでございます。 

３点目の欠席扱いについてですが、これまでも、こうした状況でご

ざいますので、診断書がなくても、校長が保護者の方から相談を受

け、合理的な理由と判断すれば、柔軟に認めるように指導していると

ころでございます。これまでも、ご親族の方が大変重篤な事態にあ

り、感染に対して非常に恐れているということで、子どもを一定期間

休ませたいというようなご相談を複数件いただきました。そういった

ご家庭に対しても柔軟に対応させていただいたところであります。昨

日の学校への通知文の中にも、欠席、欠席の理由に対する対応につい

て、きめ細かに対応するように指導いたしたところでございます。 

感染力が非常に強いということで、消毒作業もこれまでよりももっ

と頻繁に行うといったような徹底をするのでしょうか。 

消毒作業については文部科学省のマニュアルに示されております

が、今のところマニュアルの改訂はされておりませんので、これまで

どおりの消毒作業になると思います。改訂等がありましたら、それに

従って対応して参りたいと考えております。 

これまでも小中学校で感染が起こった場合に連絡をいただいていま

したが、夏休みでしたので各校に１～２名という段階でした。これか

ら、学級で数名感染した際、学級内への感染や家庭内感染の心配もあ

りますが、抗原検査の実施の予定はありますか。今、抗原検査センタ

ーでかなり陽性が判明する数も増えてきています。学校での実施の予

定を聞かせいただければと思います。 

現在、県から提供のあった抗原検査キットを市内の小中学校等に各

１０セット配布しております。感染が起きたら使うということではな

く、感染が起きれば、基本的には保健所のＰＣＲ検査、症状があれ

ば、病院の方に行き検査を受けてもらうということが基本になろうか

と思いますが、県から提供があった分については必要に応じて活用で

きるような体制を整えております。学校を閉じた後、抗原検査キット

を使って、確認して登校する場合などを想定しているところでござい
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ます。 

中学３年生は、夏休み明けの２６日に学力診断テストが予定されて

いたと思います。それに対しての不安を抱えている生徒さんもいると

思いますので、今後どうなるか決まっているのであれば早めに周知を

していただきたいと思います。 

それから、先ほど泊を伴う研修旅行等についての説明がありました

が、おそらく９月中に、運動会・体育大会等を予定している学校もあ

ると思います。かなり縮小化して合唱等もできなくなっていると思い

ますが、文化活動の学校行事等も秋に行われると思います。泊を伴わ

ない学校行事等も、学年別等の分散登校が今後長引けば、その対応に

ついて困ってくるのではないかと思います。 

また、先ほどありました、学校での抗原検査は、保護者としても積

極的に取り入れてほしいと思います。複数名の感染者や濃厚接触者が

クラスや学年に発生した場合に、学級閉鎖にするのか、学校閉鎖にす

るのか、もしくは、小中学校合わせてその地区全体を閉じるのかとい

ったといった、このような場合はこうするという早めのご対応をお願

いしたいと思います。 

まず、中学３年生を対象にした学力診断テストの件でございます

が、これは市教委主催ではございません。希望者を対象に行っていま

すが、授業日に行いますので、基本全員が受けるようになっておりま

す。８月２６日に予定をしておりましたが、一斉臨時休業という措置

をとり、またその理由が感染症の拡大防止ということですので、現在

近日中に延期するということで、日程の調整を校長会がしておりま

す。決まり次第、生徒・保護者に連絡ができるかと思っております。 

今後の臨時休業等の措置についてですが、昨年は、国から、全国一

斉臨時休業の要請がありましたが、現在は、できる限り最小単位で閉

じ、基本的には学校で授業を行っていくというスタンスを国が示して

いるところであります。こうしたことから、本市におきましても、 1

学級を最小の単位として、感染防止のために閉じていくというように

考えております。しかし、例えば小規模の学校で２学級ある学年にお
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いて、１組が学級閉鎖となり、２組も感染の恐れがある場合は、校長

の判断で、１・２組とも、つまり学年で閉じます。あるいは、中学校

の大規模校ですと、例えば大東中学校は１年生が１５学級ほどござい

ます。例えば１年３組に陽性者が出た場合に、１年３組をまず、基本

的には学級閉鎖としますが、状況によっては、その３組と同じ階に配

置している学級全てを臨時休業措置にするといったことも考えられる

ところでございます。いずれにしても今後の感染の拡大の状況や、子

どもたちへの影響に応じて、その都度判断をしていかざるをえない状

況があるところでございます。 

他にご質問はございませんか。 

（なしとの声）  

それでは採決いたします。教報議第１２号は原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、報告事項の説明をお願いします。 

報告事項１点目「大分市立中学校における制服の在り方について」

ご報告申し上げます。 

時代の変化に伴い、様々な性のありようが重要視され、児童生徒に

対するきめ細かな対応・支援が求められております。 

また、各中学校におきましても、制服の着用等について、生徒及び

保護者から防寒や防犯の観点を含め、複数件の相談を受けることがあ

りました。相談を受けた際には、その都度、生徒の気持ちや保護者の

願いを聞き、対応してきたところでございます。 

こうした中、令和元年に大分市議会文教常任委員会におきまして

も、公立小中学校に対する女子制服にスラックスの選択肢を求める陳

情がございました。 

大分市立中学校の制服に関し、機能性の向上、生徒の多様性への配

慮及び保護者の経済的負担の軽減等を踏まえた在り方について、これ

までそれぞれの学校で検討してまいりましたが、市として検討する必
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要性があると考えております。 

県外の動向といたしましては、福岡市、北九州市、太宰府市が、内

容は異なりますが、市の標準服等の導入をしております。 

県内では、中津市、豊後大野市が標準服の導入を見通し、準備を進

めているところであります。 

本市教育委員会といたしましては、令和３年６月８日に中学校長会

会長をはじめとする４名の校長出席の下、現在の生徒の状況、保護者

の考え、学校のこれまでの指導を再度確認するため、「大分市立中学

校制服検討プロジェクト会議」を開催しました。参加した校長から

は、「今後、中学校の制服の在り方について、全市的に検討していく

必要性がある」と確認しているところでございます。 

こうしたことを踏まえ、８月１８日に、学校関係者、保護者代表、

学識経験者として大分大学教育学部准教授、市の職員として、男女共

同参画センター所長、人権・同和教育課長など１１名の検討委員から

なる「第１回大分市立中学校制服検討委員会」を開催し、大分市にお

ける今後の中学校の制服の在り方について、標準服も選択肢の一つと

して考えながら、協議をし、意見をいただきました。 

標準服を導入するとなった場合、検討に１年、その後、業者との調

整等もありますので、早くても令和５年４月からの導入の予定でござ

います。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声）  

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項２点目「大分市立小中学校の適正配置について」ご報告申

し上げます。 

初めに、「１ 基本方針の策定について」ですが、現行計画である

「大分市立小中学校適正配置基本計画」は、適正な学校規模や配置に

関する教育委員会の基本的な考え方や方向性を示し、平成２３年度に

策定しました。この現行計画期間が令和３年度末で終了することか
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ら、新たな考え方を整理するため、有識者等で構成される「大分市立

学校適正配置検討委員会」を設置し、基本方針の策定に向けて、検討

を行っています。 

今回、「計画」から「方針」とした理由としましては、文部科学省

より平成２７年１月に示された「公立小学校・中学校の適正規模・適

正配置等に関する手引」の中で「統廃合等は行政が一方的に進めるも

のでなく、地域の意見等を踏まえる必要性」について述べられてお

り、まずは適正配置に関する大分市としての基本的な考え方を示し、

この考え方に基づき地域と協力して進めていく中で、今後、個別に計

画等を策定しようとするものでございます。 

次に、「２ 策定フローと進捗状況」についてですが、策定フロー

につきましては、教育委員会から「大分市立学校適正配置検討委員

会」へ諮問し、報告書の提出を受け、令和４年２月に基本方針を策定

したいと考えております。 

検討委員会の進捗状況につきましては、昨年１１月に第１回を開催

し、今年度７月までに計６回の検討委員会の中で、現行計画以降の本

市の取組や国の動向、大分市の現状等を確認し、市内の小規模・大規

模な学校の現状と今後の児童生徒数等の推移や通学条件について示

し、適正な学校規模について検討委員に意見等をいただきながら、検

討を行いました。 

次に「３ 基本方針（案）の概要」についてですが、現在、検討を

行っている基本方針（案）について説明いたします。 

まず、「１ 学級数による学校規模の基準」についてですが、小学

校・中学校ともに同じ基準とし、現行計画と同様の考え方となってい

ます。 

次に「２ 通学条件」についてですが、国の手引きや本市の「通学

区域」の原則等を踏まえ、通学距離について、現行計画の考え方と同

様、小学校は「概ね４ｋｍ以内」、中学校は「概ね６ｋｍ以内」の範

囲が望ましく、通学時間は「（通学方法に関わらず）概ね１時間以

内」であることが望ましいとしています。 
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次に「３ 検討基準と方策」についてですが、児童生徒の教育環境

の改善を主眼に置き、学級数に基づく学校規模の適正化を図ることを

基本に取組を進めていきます。 

まず、小規模な学校についてですが、小規模な学校である１１学級

以下の学校の中でも、「概ね５年以上継続して、５学級以下となるこ

とが見込まれる小学校」を検討する基準としています。「概ね５年以

上」としたのは、向こう５年間の児童数を推計できることから設定し

たものであり、「５学級以下」としたのは、国の手引において、複式

学級の解消を目的に、少なくとも１学年１クラス以上である６学級は

必要であると示されていることから、設定したものでございます。 

なお、検討する基準を「小学校」としたのは、中学校については、

大分県では複式学級編制がないことや、中学校の生徒数は小学校の児

童数の動きと連動すること等から、設定したものでございます。ただ

し、小学校の検討の話の中で、中学校も併せて検討の必要性が生じた

時等については、検討する場合がございます。 

この基準を適用した場合、複数の該当校が生じますが、その中でも

児童生徒の減少が著しく、今後の増加が見込まれない場合や基準を満

たす学校が複数近接している場合は優先的に検討をしていきます。 

優先的に検討する学校については、通学区域の再編、隣接校との統

合、小規模特認校などの制度の活用の方策の中から、その状況に適し

た方策をとって行きます。 

次に、大規模な学校についてですが、大規模な学校である２５学級

以上の学校の中でも、「概ね５年以上継続して、３１学級以上となる

ことが見込まれる小中学校」を検討する基準としています。「概ね５

年以上」としたのは、小規模な学校の場合と同様の考え方によるもの

でございます。「３１学級以上」としたのは、少子化が進む現在、将

来的には児童生徒数は減少することが見込まれ、児童生徒や保護者、

地域等への影響を考慮すると、大規模校である２５学級以上を全て検

討対象とするのは適当ではないため、国においても過大規模とされる

３１学級以上については教育上の課題が大きいものと捉え、設定した
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教育長 

ものでございます。 

大規模な学校も先ほどの小規模な学校と同様にこの基準を適用した

場合、複数の該当校が生じますが、その中でも施設面や学校運営での

対応が可能であるか、将来的に児童生徒の増加がどの程度見込まれる

かなど、総合的に勘案したうえで、検討が必要と判断される場合は優

先的に検討をしていきます。 

また、共通して、基準に満たない学校についても、仮に地域からの

要望等で対応を求められた場合等を想定し、地域や学校の状況を注視

しながら、必要に応じて検討の是非を判断することとします。 

「４ 検討・方策の進め方及び留意事項」についてですが、学校は

教育のための施設であるだけでなく、地域のコミュニティの拠点とし

ての性格を有することが多く、また、概ね校区と自治会活動の区域が

重なっていることから、地域コミュニティ活動への配慮が必要です。

このため、具体的な方策の実施については、行政が一方的に進めるべ

きものではなく、保護者や地域住民の十分な理解と協力を得ながら丁

寧に進めていくことが望まれます。 

また、関係する市長部局との緊密な連携のもと、関連計画との整合

性を図りながら、全庁的な体制で取り組むことが必要となります。 

具体的な方策の実施に当たっては、地域ごとに保護者や地域住民等

の意見を踏まえた個別の計画を策定するなど、計画的に進めていくこ

とが必要となります。 

 今回策定するものは「方針」であることから、現行の計画と異な

り、期間を定めませんが、国の施策の大幅な変更や社会情勢の変化等

により、見直しの必要が生じた場合は、再度検討を行い、見直しを行

っていくことと致します。 

最後に「４ 今後のスケジュール」についてですが、１１月中旬か

ら約１か月パブリックコメントを行い、翌年２月の教育委員会にて基

本方針を策定し、議会への報告を行う予定としています。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 
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地域の協議会等と十分協議を進めながら、今後の計画に生かすとい

うところが、今回の特徴になろうかと思います。 

他にご質問はございませんか。 

（なしとの声）  

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項３点目「大在中学校区新設校の校名について」ご報告申し

上げます。 

現在、今後も人口の増加が見込まれる大在中学校区について、大在

小学校及び大在西小学校の適正な学校規模を保持するために、大在中

学校区全体の通学区の再編を含めた分離新設校の整備に向けて準備を

進めております。 

こうした中、地元では、大在地区の児童数の増加に伴う教育環境の

向上を目指し、もって大在地区のさらなる発展に寄与することを目的

として、大在地区自治会長や学識経験者等によって組織された「大在

東部地区小学校開設促進期成会」が昨年度、発足したところでござい

ます。 

今般、新設校の校名について、期成会が地区住民を対象に校名案を

募集したところ、７１名の方々から応募があり、その中から「大在東

小学校」「大在海部小学校」「大在東部小学校」の３案が期成会から

推薦されましたのでご報告いたします。 

なお、校名につきましては、本年１２月の市議会定例会において、

設置条例の改正等を予定としておりますことから、改めて９月の本委

員会に議案として提出し、正式に校名の決定をいただきたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声）  

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項４点目「学校連絡システム整備事業について」ご報告申し

上げます。 
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まず、「１．事業の概要」についてでございますが、現在、学校か

ら不審者情報や災害発生時の臨時休業連絡など、緊急連絡を保護者等

へ行う連絡手段につきましては、各学校独自のメール配信システムを

利用する場合や電話連絡網など、学校ごとに異なっており、学校から

の連絡を迅速かつ正確に伝えるための、全市立学校に統一した手段が

ない状況であります。 

このような中、学校や保護者等間の連絡体制を整備し、児童生徒の

安心・安全を一層促進することや、教職員の負担軽減を目的とし、今

回、統一した学校連絡システムを導入することといたしました。 

導入するシステムの主な機能といたしましては、学校や教育委員会

からの連絡配信機能やアンケート機能、また、保護者からの児童生徒

の欠席遅刻連絡機能などを有したものを想定しております。 

システムを利用する保護者等につきましては、学校から配布された

システムへの登録手順書をもとに、事前に自身で携帯電話等の端末か

ら利用登録をしていただくことで、メールまたは専用アプリを通じ

て、配信された連絡の受信等を行うことができます。 

次に、「２．システム利用イメージ」でございますが、図にありま

すとおり、本システムは、学校と登録者である保護者や教職員、交通

指導員等の地域関係者等へメッセージやアンケートの配信及びアンケ

ートの回答、欠席遅刻連絡の申請などが行えるシステムを想定してお

ります。また、市教育委員会からメッセージ等を登録者へ一斉に配信

することが可能なシステムの構築も考えております。 

次に、本事業のスケジュールについてでございますが、これまでの

事業の進歩状況といたしましては、昨年度からシステム関連情報の収

集に努め、今年度５月にシステム発注に係る仕様書を作成いたしまし

た。 

その後、事業者選定を行うため、６月に外部委員を含めた選定委員

会を設置・開催し、事業者の公募を行い、先日、当該委員会において

公募型プロポーザル方式により、バイザー株式会社を受託候補者とし

て決定したところでございます。 



19 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

委員 

 

体育保健課長 

 

委員 

 

 

体育保健課長 

 

 

教育長 

全委員 

教育長 

審議監兼 

文化財課長 

 

 

 

 

 

 

今後、受託候補者と契約前協議を行い、契約を締結することとして

おります。 

契約締結後からシステム構築を開始し、１０月以降、保護者への周

知や登録手続き等を行い、令和４年１月から運用を行う予定としてお

ります。 

以上でございます。 

来年からの導入を予定しています。家庭と学校の連絡において、効

率化が図られることが期待されます。 

ご質問などございませんか。 

アンケート機能はとても面白いと思うのですが、どのような内容を

今のところ想定していますか。 

内容自体は、それぞれ学校によって必要とする内容を保護者等へ配

信することができるようになっております。 

災害時等の安否確認ですが、各学校で連絡網やネットワークができ

上がっていると思いますが、このシステムと重なるといったようなこ

とがあるのでしょうか。 

今、電話等で行っていますが、本システムに安否確認機能がござい

ますので、学校がシステムを活用するということであれば、こちらで

安否確認をすることができます。 

他にご質問はございませんか。 

（なしとの声）  

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項５点目「大分市高崎山管理委員会中間報告書２０２１につ

いて」ご報告申し上げます。 

市長の私的諮問機関であります大分市高崎山管理委員会から、今月

２０日付けにて、各種調査や事業内容をまとめた報告書が提出されま

したので、ご報告いたします。 

高崎山では、昭和２８（１９５３）年３月に高崎山自然動物園が開

園し、同年１１月に、うっそうとした自然林におおわれ、都市の近郊

には珍しく、野生のニホンザルが生息しているとの理由により、「高
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崎山のサル生息地」として、国の天然記念物に指定されました。 

自然動物園の開園初期に、多くの餌を与えたことで、サルの個体数

が急増し、それに伴う森林植生の荒廃や、離脱したサルによる周辺地

域での農作物被害が深刻な問題となり、昭和６２（１９８７）年１月

に、高崎山の適切な保存管理について検討することを目的に、大分市

高崎山管理委員会が設置され、教育委員会文化財課が、天然記念物サ

ル生息地の保護・保全とともに所管いたしております。 

高崎山管理委員会からは、その設置以来、各種の課題についての協

議と本市への提言が行われ、これまでに、平成５（１９９３）年、平

成１３（２００１）年、及び平成２０（２００８）年の３回、中間報

告書が提出されたところでございます。 

今回の報告書は、平成２０年に提出された報告書以降の餌付け群の

動向の詳細と、それに対する各種事業の実施内容、森林植生の調査結

果、さらには、自然動物園の教育分野での利活用等について取りまと

められており、なかでも、令和元（２０１９）年度 第２回 高崎山管

理委員会において審議がなされました「高崎山ニホンザル餌付け群の

管理目標頭数について」の検証結果が、第８章に丁寧に説明されてお

ります。 

簡潔に内容を申し上げますと、本市では平成１３年の報告書を受け

まして、一時は２，０００頭を超えていた餌付け群個体数の第 1目標

を１，２００頭、第２目標を８００頭と設定いたしました。平成３０

（２０１８）年度に１，１７３頭となり、第１目標を達成いたしまし

たことから、餌付け群の動向や生息地の現況、及び施策の効果査定等

を踏まえて、今後の管理目標頭数について検証がなされました。その

結果、今後概ね５年程度（令和６年度まで）は、現行の管理方法によ

り、餌付け群の総個体数が１，２００頭以内を推移するように維持し

ながら、その後改めて検討を行うべきとの提言がなされたところであ

ります。 

本市といたしましては、以上の検証結果を踏まえまして、天然記念

物サル生息地の適正管理に取り組んでいるところでございます。 
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以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声）  

それでは、次の報告事項の説明をお願いします。 

報告事項６点目「令和３年第２回市議会臨時会における一般議案に

ついて」ご報告申し上げます。 

教育委員会関係の議案としまして、「工事請負契約の締結につい

て」の２議案がございました。 

内容につきましては、７月定例の本委員会でご説明し、ご決定をい

ただいたものでございまして、原案どおり可決し、成立しましたこと

をご報告申し上げます。 

以上でございます。 

ご質問などございませんか。 

（なしとの声）  

報告事項が終了しましたので、ここで休憩にいたします。 

なお、再開後は秘密会の審議となりますので、ここで廣津留委員

は、退室をしていただきます。 

（休憩） 

それでは、事務局、説明をお願いします。 

それでは、教議第７０号「令和２年度決算について」ご説明申し上

げます。 

令和２年度の教育費のうち、教育委員会所管分の最終予算額は、１

９１億３，８１９万６千円でございます。これに対しまして、決算額

は１６５億１４７万４，２９３円でございます。また、翌年度繰越額

は、２０億７，５０２万９千円でございます。 

それでは、項目ごとの説明をさせていただきますが、決算につきま

しては、説明項目が多く時間が掛かりますことから、まず第１項の教

育総務費から第４項の幼稚園費までをご説明し、ご質問等があればお

受けいたします。質疑応答が終わりましたら、残りの第５項の社会教

育費から第６項の保健体育費までのご説明を行い、全体を通してのご
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質問をお受けいたしたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

第１項の教育総務費から、順に主なものにつきまして、ご説明申し

上げます。 

１目委員会費でございますが、決算額は、７８１万７，９５０円で

ございます。 

その主なものとしましては、教育委員報酬及び事務費でございま

す。令和２年度中の教育委員会の開催状況は右側の表のとおり、定

期・臨時合わせて１８回の教育委員会を開催したところでございま

す。 

２目事務局費でございますが、決算額は、１４億９，８５２万７，

６３４円でございます。 

その主なものとしましては、事務局職員の人件費、奨学助成事業等

に要する経費でございます。 

「教科指導マイスター派遣事業」につきましては、退職教員を教科

指導員として中学校及び義務教育学校に派遣し、数学科・理科等５つ

の教科における教員の授業力の向上により、生徒の学力の定着・向上

を図ったところでございます。 

「未来自分創造資金」につきましては、高等学校等への進学を目指

す市内の中学３年生を対象に、入学支度金１０万円を支給するととも

に、進級時に５万円、卒業時に１０万円を一時金として支給するもの

でございますが、令和２年度は、中学３年生７０名に入学支度金を支

給し、高等学校等の１年生４９名、２年生４１名、３年生２５名、４

年生６名、５年生３名に一時金を支給したところでございます。 

３目教育指導費でございますが、決算額は、７億９，６７３万９，

１６２円でございます。 

その主なものとしましては、小中学校における教育環境の充実や児

童生徒の学力向上のための事業、生徒指導関係事業、人権等啓発活動

に係る経費でございます。 

「日本語指導等支援事業」につきましては、日本語指導が必要な児
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童生徒等に日本語指導や通訳を行う民間の講師の派遣や、多言語翻訳

機を貸与するとともに、来日直後等の児童生徒に集中的な指導や支援

を行う日本語指導専任指導員を配置し、個に応じた指導や支援を行う

ものでございますが、令和２年度は、２７名の児童生徒等が活用した

ところでございます。 

「イングリッシュ・アドバイザー派遣事業」につきましては、小学

校及び義務教育学校にイングリッシュ・アドバイザーを派遣し、英語

教育の指導体制の充実及び英語教育に係る教員の指導力向上を図るも

のでございますが、令和２年度は、５名を派遣したところでございま

す。 

「不登校児童生徒支援事業」につきましては、学校には登校できる

が教室には行けない児童生徒が教室復帰したり、登校に無気力さや不

安を抱える児童生徒が安心して登校したりできるようにするための学

習支援や、保護者や学級担任等との連絡調整等を行う「スクールライ

フサポーター」を配置し、児童生徒の社会的自立に向け、個々の状況

に応じた適切な支援を行うものでございますが、令和２年度は、４名

を配置したところでございます。 

「外国語指導助手招聘事業」につきましては、各小中学校等に外国

語指導助手を派遣し、コミュニケーション能力の素地や基礎を養う学

習活動等を行うものでございますが、令和２年度は、新型コロナウイ

ルス感染症感染拡大による影響により、新規外国語指導助手が来日で

きなかったことから、１７名体制となったところでございます。 

「特別支援等教育活動サポート事業」につきましては、特別な教育

的支援を必要とする児童生徒が在籍する学校等に対して、補助教員を

配置し、個に応じたきめ細かな教育の実現を目指すものでございます

が、令和２年度は、令和元年度から５名の増員を行い、１２６名体制

としたところでございます。 

「学習支援員配置事業」につきましては、「学びの保障」のため

に、各学校に学習支援員を配置し、個別指導等の学習支援を行うもの

でございますが、令和２年度は、１１１名を小中学校及び義務教育学
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校に配置したところでございます。 

「いじめ・不登校等未然防止対策事業」につきましては、児童生徒

の状況や学級の課題を客観的に把握し、いじめや不登校等の未然防止

を図るため、昨年度に引き続き、ｈｙｐｅｒ－ＱＵ検査を年２回全小

中学校及び義務教育学校の４年生以上において実施したところでござ

います。 

「大分っ子基礎学力アップ推進事業」につきましては、標準学力調

査を実施し、調査結果を活用した指導方法の工夫改善を図るととも

に、大分市基礎学力向上研究推進校を指定し、教科指導の実践的・理

論的な研究を進めてきたところでございます。 

「スクールサポートスタッフ配置事業」につきましては、学習プリ

ント等の印刷や消毒作業などを教員に代わって行うサポートスタッフ

を配置し、教員の負担軽減を図るものでございますが、令和２年度

は、６学級以上の小中学校及び義務教育学校に計７３名配置したとこ

ろでございます。 

４目教育センター費でございますが、決算額は４０億４，６０９万

５，９２２円でございます。 

その主なものとしましては、教育センターの維持管理経費、教職員

研修、情報教育環境整備、教育相談・特別支援教育事業に要する経費

でございます。 

「スクールソーシャルワーカー活用事業」につきましては、いじめ

や不登校等の生徒指導上の諸課題に対応するため、スクールソーシャ

ルワーカーを配置し、児童生徒の置かれた様々な環境への働きかけや

学校への助言など、不登校や児童虐待等、生徒指導上の課題解決に向

けた取組を行ったところでございます。 

「教育用端末等整備事業」につきましては、各学校のＩＣＴ環境を

整備し、児童生徒の興味関心を高め、分かりやすい授業を実現すると

ともに、情報活用能力の育成や情報モラル教育の充実を図るものでご

ざいますが、令和２年度は、一人１台端末や校内ネットワーク環境の

整備等を行ったところでございます。 
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５目教育施設整備費でございますが、決算額は１，１２５万５，２

００円でございます。 

その主なものとしましては、賀来小中学校施設整備事業に要する経

費であり、令和２年度は、ＰＦＩ等導入可能性調査等を行ったところ

でございます。 

第２項小学校費１目学校管理費でございますが、決算額は４０億

６，３６０万５，７８８円でございます。 

その主なものとしましては、職員の人件費並びに小学校の管理・運

営費及び営繕等の施設整備に要する経費でございます。 

「小学校施設長寿命化改修事業」につきましては、大分市教育施設

整備保全計画に基づき、計画的に改修工事等を行っていくものであ

り、舞鶴小学校南校舎や横瀬小学校南校舎の長寿命化改修工事等を実

施したところでございます。 

「学校教育活動再開支援事業」につきましては、新型コロナウイル

ス感染症対策や学習保障の取組など、学校現場が必要とする物的支援

を行うものでございますが、令和２年度は、感染症対策に係る消毒器

やサーモカメラ等の学校現場が必要とする物品などを整備したところ

でございます。 

令和２年度繰越明許の令和３年度への繰越額につきましては、国庫

補助内示に伴う事業費の追加計上に併せて、新型コロナウイルス感染

症対策として、学校教育活動を円滑に継続するための物的支援や老朽

化した学校施設の長寿命化改修やトイレの改修などを行う、小学校運

営事業及び小学校施設整備保全事業に要する経費を令和３年度へと繰

越したものでございます。 

２目教育振興費でございますが、決算額は５億１，３１３万４３１

円でございます。 

その主なものとしましては、日本スポーツ振興センター負担金や就

学援助事業に要する経費でございます。 

３目学校建設費でございますが、決算額は２，４５３万３，２９２

円でございます。 
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その主なものとしましては、「金池小学校施設整備事業」及び

「（仮称）大在東小学校施設整備事業」に要する経費でございます。 

「金池小学校施設整備事業」につきましては、ＰＦＩ手法により新

校舎建設等の整備を行うものでございますが、令和２年度は、金池小

学校施設整備に係る事業契約の締結を行ったところでございます。 

「（仮称）大在東小学校施設整備事業」につきましては、大在中学

校区全体の通学区域の再編を含めた分離新設校の整備を行うものでご

ざいますが、令和２年度は、ＰＦＩ等導入可能性調査等を行ったとこ

ろでございます。 

第３項中学校費１目学校管理費でございますが、決算額は１０億１

４９万５，５７９円でございます。 

その主なものとしましては、職員の人件費並びに、中学校の管理・

運営費及び営繕等の施設整備に要する経費でございます。 

「中学校施設長寿命化改修事業」につきましては、大分市教育施設

整備保全計画に基づき、計画的に改修工事等を行っていくものであ

り、令和２年度は、城南中学校の施設改修に係るＰＦＩ等導入可能性

調査などを実施したところでございます。 

「学校教育活動再開支援事業」につきましては、小学校費と同様

に、学校現場が必要とする物品などを整備したところでございます。 

令和２年度繰越明許の令和３年度への繰越額につきましては、小学

校費と同様に、国庫補助内示に伴う事業費の追加計上に併せて、中学

校運営事業及び小学校施設整備保全事業に要する経費を令和３年度へ

と繰越したものでございます。 

なお、中学校施設管理事業につきましては、大在中学校グラウンド

用土地購入に向けた用地交渉及び造成工事に不測の日数を要し、年度

内の履行完了が困難となったため、繰越したものでございます。 

２目教育振興費でございますが、決算額は、２億２，９７５万８，

３９７円でございます。 

その主なものとしましては、小学校費と同様に、日本スポーツ振興

センター負担金や就学援助事業に要する経費でございます。 
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３目学校建設費でございますが、決算額は、１億７，９９１万４，

７７２円でございます。 

その主なものとしましては、大東中学校施設整備事業に要する経費

であり、令和２年度は、校舎の新築工事を開始するとともに、文化財

調査等を行ったところでございます。 

第４項幼稚園費１目幼稚園費でございますが、子どもすこやか部所

管分を除く決算額は、３億７，６４８万５，０１９円でございます。 

その主なものとしましては、幼稚園教諭、講師等の人件費及び幼稚

園医報酬でございます。 

以上で第１項教育総務費から第４項幼稚園費までの説明を終わりま

す。 

ここで、一度説明を中断し、委員の皆様よりご質問等があればお答

えいたします。 

ご質問等はございませんか。 

教育用端末整備事業についてでございます。国庫の支出金というこ

とで、大きな財源をいただいているわけですが、一般財源について

は、５億６千６８万５千円となっています。確かコロナによるものだ

ったように思いますが、当初から予算として計上されていたのでしょ

うか。 

教育用端末整備事業については、当初予算に計上したものと、コロ

ナ等の関係により年度途中に補正計上したものがございます。一般財

源部分については、令和２年度以前にすでに導入してきたＩＣＴ機器

等に係る経費が含まれております。また、補正計上したものについて

は、ＧＩＧＡスクール構想実現に伴う一人１台端末の整備費用でござ

います。 

この国庫支出金というのは、１１億円、１６億円と大きい額です

が、国からの入金というのは、どのような流れでしょうか。 

国庫支出金については、端末の補助金と、ネットワーク整備の補助

金になりますが、国の方に申請をしまして、交付決定後、市に納入さ

れております。 
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他にご質問はございませんか。 

 （なしとの声） 

質問が無いようですので引き続き事務局の説明をお願いします。 

それでは、引き続き第５項より、説明させていただきます。 

第５項社会教育費１目社会教育総務費でございますが、決算額は、

２億３，４０３万９，０５２円でございます。 

その主なものとしましては、職員等の人件費、社会教育施設の維

持・管理、並びに社会教育関係団体への負担金・補助金などに要する

経費でございます。 

「おおいたふれあい学びの広場推進事業」につきましては、学校を

中心とした身近な場所で、地域の指導者や団体等との交流を通じ、体

験活動を行うものでございますが、令和２年度は、新型コロナウイル

ス感染症の影響がある中、地域の団体が運営の主体となる地域主体型

の教室を１２教室開催したところでございます。 

２目文化財保護費でございますが、決算額は、４億２，５１４万

４，２２４円でございます。 

その主なものとしましては、職員の人件費、史跡等の維持管理費、

大友氏遺跡保存整備事業及び大友氏遺跡情報発信事業などに要する経

費でございます。 

「伝統芸能伝承師認定事業」につきましては、伝統的技術・技法を

保持する指導者を大分市伝統芸能伝承師として認定し、伝統芸能の伝

承者を育成するとともに、地域の活性化を図るものでございますが、

令和２年度は、５名を認定したところでございます。 

「大友氏遺跡歴史公園整備事業」につきましては、史跡大友氏遺跡

整備基本計画（第 1期）令和元年度改訂版に基づき、大友氏遺跡を歴

史公園として整備し、公開・活用するものでございますが、令和２年

度は、大友氏館跡の発掘調査を行うとともに、雨水管設置工事に係る

設計業務を行ったところでございます。 

「ワクワクおおいたＦｕｎａｉ魅力発信事業」につきましては、大

友氏遺跡を新たな魅力として国内外の観光客に向けて情報発信するも
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のでございますが、令和２年度は、大友氏館跡周辺に案内サインを設

置するとともに、大友氏館跡イベントの開催等を行ったところでござ

います。 

３目エスペランサ・コレジオ費でございますが、決算額は１，８６

５万３，４５６円でございます。 

その主なものとしましては、職員等の人件費及び各種教室実施に要

する経費が主なものでございます。 

４目公民館費でございますが、市民協働推進課所管分を除く決算額

は、２億９，５５４万６，６４５円でございます。 

その主なものとしましては、鶴崎公民館施設整備事業に係る経費で

ございます。 

「鶴崎公民館施設整備事業」につきましては、鶴崎公民館の大規模

改修を行い、長寿命化を図るものでございますが、令和２年度は、公

民館の改修工事やエスペランサ・コレジオの校舎解体工事等を行った

ところでございます。 

令和２年度繰越明許の令和３年度への繰越額につきましては、鶴崎

公民館大規模改修工事完了に伴い、物品等の移設を行う予定にしてお

りましたが、改修工事に不測の日数を要し、年度内の履行が困難とな

ったため、鶴崎公民館施設整備事業に要する経費を令和３年度へと繰

越したものでございます。 

５目青少年費でございますが、決算額は７２８万９，２９８円でご

ざいます。 

その主なものとしましては、補導員活動報償費をはじめとする青少

年の健全育成に要する経費でございます。 

６目少年自然の家費でございますが、決算額は１億５，４４７万

２，１２６円でございます。 

その主なものとしましては、職員等の人件費及び管理運営費等に要

する経費でございます。 

７目情報学習センター費でございますが、決算額は４，５０２万

１，８６７円でございます。 
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その主なものとしましては、情報学習センターの指定管理業務委託

等に要する経費でございます。 

８目歴史資料館費でございますが、決算額は１億３，９９１万９，

９１３円でございます。 

その主なものとしましては、職員等の人件費及び施設の維持管理並

びに特別展・テーマ展や各種講座に要する経費でございます。 

９目市民図書館費でございますが、決算額は３億１，３６３万３，

７０１円でございます。 

その主なものとしましては、職員の人件費及び窓口業務委託料、施

設の管理運営費、図書等の購入費並びに各種事業実施に要する経費で

ございます。 

１０目美術館費でございますが、決算額は３億４，２８０万６，８

８３円でございます。 

その主なものとしましては、職員の人件費及び施設の維持管理、美

術品の購入費並びに各種事業実施に要する経費でございます。 

１１目アートプラザ費でございますが、決算額は８，１５０万８，

００９円でございます。 

その主なものとしましては、アートプラザの指定管理業務委託等に

要する経費でございます。 

１２目海星館費でございますが、決算額は３，４７４万６９８円で

ございます。 

その主なものとしましては、海星館の指定管理業務委託等に要する

経費でございます。 

「海星館施設整備事業」につきましては、老朽化した関崎海星館の

施設長寿命化改修及び機能強化を行うものでございますが、令和２年

度は、施設整備に係る基本設計等を行ったところでございます。 

第６項保健体育費１目保健体育総務費でございますが、決算額は１

億９，５１０万２，４６３円でございます。 

その主なものとしましては、職員等の人件費及び体育指導に係る経

費のほか、各種大会派遣に係る補助金に要する経費でございます。 
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「運動部活動総合活性化事業」につきましては、運動部活動の活性

化を図るとともに、競技力の向上を目指すものでございますが、令和

２年度は、運動部活動外部指導者人材バンクに２０４名の登録があっ

たところでございます。 

２目学校保健費でございますが、決算額は９，４７７万５，９６５

円でございます。 

その主なものとしましては、児童生徒に対する健康診断やフッ化物

洗口等に要する経費でございます。 

「学校感染症対策事業」につきましては、新型コロナウイルス感染

症対策として、小中学校等に配布するアルコール消毒液、非接触型体

温計などの保健衛生用品を購入したところでございます。 

３目学校給食共同調理場費でございますが、決算額は６億８，００

１万７，５８６円でございます。 

その主なものとしましては、東部共同調理場及び西部共同調理場の

給食配送及び給食調理業務委託に要する経費でございます。 

４目学校給食費でございますが、決算額は６億８，９４４万３，２

６１円でございます。 

その主なものとしましては、給食調理場の管理運営に要する経費で

ございます。 

「学校給食管理事業」の委託料のうち「調理業務委託」につきまし

ては、小学校１９校で４億２，６５０万４千円となっております。 

負担金補助及び交付金のうち、「衛生管理改善事業補助金」につき

ましては、学校給食調理業者が実施する新型コロナウイルス感染拡大

防止を踏まえた衛生管理の徹底・改善のための設備等の購入に係る費

用を補助したところでございます。 

「学校給食費等徴収金徴収・管理システム構築事業」につきまして

は、学校給食費の公会計への移行を進めるなど、学校徴収金に係る事

務の適正化を図り、教職員の負担軽減等を目的とするものでございま

すが、令和２年度は、システム構築業者の選定を行ったところでござ

います。 
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次に、「公共施設感染症対策機器整備事業」につきましては、感染

症対策の一環として、３校の単独調理場において、紫外線照射装置更

新工事を実施したところでございます。 

次に、「学校給食費返還等事業」につきましては、学校の臨時休業

に伴い発生した、保護者への給食費返還に係る各種手数料や給食用食

材のキャンセルに係る違約金に相当する経費の補助を学校に対し、実

施したところでございます。 

５項の社会教育費及び６項の保健体育費の説明は以上でございま

す。 

これまで、ご説明いたしました決算内容につきまして、本委員会で

ご決定をいただき、ご決定の上は、令和３年第３回市議会定例会に

て、審議・決定をいただこうとするものでございます。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第７０号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは、教議第７１号「令和４年度大分市立幼稚園の廃園につい

て」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

 教議第７１号「令和４年度大分市立幼稚園の廃園について」ご説明

申し上げます。 

少子化の進行や市立幼稚園における園児数の減少など、幼児教育・

保育を取り巻く環境が大きく変化する中、望ましい集団活動が行える

規模を確保しながら、子どもの「生きる力」の基礎をはぐくむ教育・

保育の実践と、多様な保育ニーズに柔軟に対応できる保育サービスの

提供が求められております。 

今後、市立幼稚園と市立保育所は、幼稚園及び保育所の枠組みにと
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らわれず、地域における幼児教育・保育の拠点施設として担う役割を

効果的に果たすため、地区公民館区域を基本単位とし、各区域に原則

として１か所の幼保連携型認定こども園等の市立認定こども園として

整備を進めているところでございます。 

整備にあたっては、「２．市立幼稚園の整理統合の方針について」

にありますように、「大分市立幼稚園及び保育所の在り方の方針」に

基づく「市立幼稚園の休園・統廃合基準」を平成３０年度に定め、こ

の基準に沿って、市立幼稚園の統廃合を進めております。 

こうした中、その下の３に入園者数を掲載しておりますが、統廃合

基準に該当する園のうち、地域の実情など総合的に勘案する中、園児

募集終了時点で、出願者数が４人以下となり、基準３の適用を受ける

稙田の「稙田幼稚園」について、地元説明会において一定のご理解を

いただいたことから、令和４年４月１日をもって廃園といたしたく、

その決定をいただこうとするものでございます。 

以上でございます 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第７１号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第７２号「大分市立幼稚園条例の一部改正につ

いて」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第７２号「大分市立幼稚園条例の一部改正について」ご説明申

し上げます。 

本案は大分市立稙田幼稚園の廃園に伴い、大分市立幼稚園条例の一

部を改正しようとするものでございます。 

内容といたしましては、本条例別表中「大分市立稙田幼稚園」を削

除するものであり、令和４年４月１日から施行しようとするものでご
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ざいます。 

以上のことにつきまして、本委員会でご決定いただき、ご決定の上

は、令和３年第３回市議会定例会での審議・決定をいただこうとする

ものでございます。 

以上でございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第７２号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは、教議第７３号「大分市情報学習センターの廃止につい

て」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

 教議第７３号「大分市情報学習センターの廃止について」ご説明申

し上げます。 

大分市情報学習センターは、昭和５４年に「大分市視聴覚センタ

ー」として開設された施設であり、現在は、市民を対象とした情報教

育の拠点施設として、ＩＣＴ講習の実施や市民ボランティアの養成な

ど、市民の情報活用能力の向上に取り組んでまいりました。 

開設後４２年が経過する中で、ＩＣＴの進歩及び立地や施設整備上

の要因から様々な課題が見えてきており、最近では、外部行政評価委

員会から事業の見直しの必要性について意見をいただいております。 

こうした状況を踏まえ、令和３年第７回定例の本委員会においてご

決定をいただいた「大分市情報学習センターで行ってきた情報教育の

今後の在り方について」により、今後は、市民にとって身近で参加し

やすい場所へ講師が出向いて情報教育を行うこととしたことから、令

和４年４月１日をもって大分市情報学習センターを廃止いたしたく、

本委員会においてご決定をいただこうとするものでございます。 

以上でございます。 
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ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第７３号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

それでは次に、教議第７４号「大分市情報学習センター条例の廃止

について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

教議第７４号「大分市情報学習センター条例の廃止について」ご説

明申し上げます。 

本案は大分市情報学習センターの廃止に伴い、大分市情報学習セン

ター条例の廃止について、令和４年４月１日に施行しようとするもの

でございます。 

以上のことにつきまして、本委員会でご決定いただき、ご決定の上

は、令和３年第３回市議会定例会での審議・決定をいただこうとする

ものでございます。 

ご質問などありませんか。 

（なしとの声） 

それでは採決いたします。教議第７４号は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声） 

ご異議なしと認め、本案は原案のとおり決定されました。 

予定されていた報告事項は以上ですが、他に何かございませんか。 

９月の教育委員会の日程等につきまして調整をお願いいたします。 

第９回定例教育委員会は、９月２９日水曜日午後３時から開催いた

しますのでよろしくお願いいたします。 

なお、本日の会議終了後は、連絡事項等がございますので、お時間

をいただきたくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 
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 （了承） 

他に何かございませんか。 

（なしとの声） 

これをもちまして、本日の会議を閉会いたします。 

                           （午前１１時５５分 閉会） 


